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1 開会 

○教育長 ただ今から、教育委員会１２月定例会を開会する。 

 

 

○教育長 本日の議題である議案第４６号は任免、賞罰等職員の身分取扱いその他

の人事に関することのため、第４７号、及びその他の令和８年度和歌山県公立小・

中学校及び義務教育学校管理職候補者選考試験実施結果については、公開するこ

とによって教育行政の公正または円滑な運営に著しい支障が生じるおそれがある

ため、これらを非公開としたいが、よろしいか。 

 

（異議なしの声） 

 

○教育長 それでは、議案第４６号、議案第４７号、その他については、非公開と

する。ついては、議事進行上、非公開案件の審議を「諸報」終了後とする。 

 

２ 前回会議録の承認 

令和７年１１月２８日（金）の定例会会議録について、承認した。 

 

３ 付議事項 

 

議案第３９号  

市町村立学校職員の給与に関する規則について 

議案第４０号  

市町村立学校職員の義務教育等教員特別手当に関する規則について 

議案第４１号  

教育職員の特殊勤務手当に関する規則について 

議案第４２号  

市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則について 

議案第４３号  

市町村立学校職員の住居手当に関する規則について 

議案第４４号  

へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する規則について 

 

〇教育長 議案第３９号「市町村立学校職員の給与に関する規則」について、議案

第４０号「市町村立学校職員の義務教育等教員特別手当に関する規則」について、

議案第４１号「教育職員の特殊勤務手当に関する規則」について、議案第４２号

「市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則」について、議案第４３号「市

町村立学校職員の住居手当に関する規則」について、議案第４４号「へき地手当

及びへき地手当に準ずる手当に関する規則」について、併せて説明願う。 

 

〇教職員課長 議案第３９号から議案第４４号について説明する。議案第３９号は

県の人事委員会勧告に基づいて市町村立学校職員の宿日直手当の支給額を改め、

宿日直勤務１回分の手当が増額されるものである。議案第４０号は公立の義務教

育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部改正によって、義務

教育等教員特別手当が一律に減額され、学級担任へは 3,000 円加算されるもの



などである。議案第４１号、第４２号については教員の特殊勤務手当に関する規

則について、人事委員会勧告に基づいて準単級手当や複式手当を廃止する他、非

常緊急時の業務について支給要件の緩和や手当の増額などの改正を行う。議案第

４３号は職員の住居手当に関する規則であるが、扶養手当における扶養親族から

配偶者が除かれた影響や、単身赴任手当の支給要件が変更になった影響による改

正、その他住居手当に関する規定の整備など所要の改正を行うものである。議案

第４４号については中学校の統廃合に際し、校舎改修の間、廃校となっている小

学校を仮校舎としていたが、改修の終了に伴い、廃校の小学校のへき地指定を削

除する。 

 

〇柳川委員 議案第４０号について、担任の定義とはなにか。副担任も対象になる

のか。 

 

〇教職員課長 正担任のみである。 

 

〇教育長 他にご質問、ご意見等ないか。 

 

（異議なしの声） 

 

〇教育長 それでは、議案第３９号から第４４号について原案のとおり決定する。 

 

議案第４５号  

和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

〇教育長 議案第４５号「和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則の一部を改正する

規則」について、説明願う。 

 

〇生涯学習課長 議案第 45 号について、修学奨励金の事務の円滑化を目的として、

申請者等による書類の記入方法を明瞭化するなど、様式等の整備を行う。規則の

趣旨は変えず、特に記入誤りが多い箇所について別記様式を整理する。令和８年

４月１日施行予定であるが、募集要項の印刷発注等のため１２月定例会の議案と

させていただく。 

 

〇教育長 定期的に改正を行っているのか。 

 

〇生涯学習課長 今回は貸付事務を行う中で、記入誤りのため学校へ差戻す案件が

見受けられ、また類似した問合せも多かったということで改正を行うことにした。

定期的に見直しを行うようにしたい。 

 

〇教育長 他にご質問、ご意見等ないか。 

 

（異議なしの声） 

 

〇教育長 それでは、議案第４５号について原案のとおり決定する。 

 



４ 諸 報 

「行事予定」について、事務局より説明。 

 

＜主な日程＞    

    

  １月１５日（木） 都道府県指定都市教育委員研究協議会 

１月２６日（月） 全国都道府県教育委員会連合会第２回総会  

１月２８日（水） 教育表彰式  

１月３０日（金） 教育委員会１月定例会  

２月１８日（水） 教育委員会２月定例会  

 

＜非公開議案＞ 

 

５ 付議事項 

議案第４６号 

令和８年秋の叙勲（初等中等教育局・教育功労）候補者について   

教職員課長から「令和８年秋の叙勲（初等中等教育局・教育功労）候補者」に

ついて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第４７号 

令和８年度和歌山県立特別支援学校幼稚部・高等部入学者募集定員及び募集要項に

ついて   

特別支援教育課長から「令和８年度和歌山県立特別支援学校幼稚部・高等部入

学者募集定員及び募集要項」について説明があり、審議の結果、原案のとおり

決定した。 

 

６ その他 

 

・令和８年度和歌山県公立小・中学校及び義務教育学校管理職候補者選考試験実施

結果について 

紀北教育事務所長から「令和８年度和歌山県公立小・中学校及び義務教育学校

管理職候補者選考試験実施結果」について説明があり、審議の結果、原案のと

おり決定した。 

 

７ 閉 会 

○教育長 これで、予定されていた議事が全て終了したので１２月定例会を閉会 

する。                        （１３：５８閉会） 


